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【手続補正書】
【提出日】平成21年9月28日(2009.9.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　天井に設置される筐体と、該筐体を構成する下面パネルに設けられ、空気を流入させる
吸入部と、該吸入部に着脱可能に設置され、吸込み空気中の塵埃を捕集するエアフィルタ
とを備えた室内機ユニットであって、
　前記エアフィルタにおける空気流入側の面に沿って移動可能に設けられ、前記エアフィ
ルタに捕集された塵埃を除去する塵埃除去部、および、前記エアフィルタから除去された
塵埃を一時貯留する捕集部を有する清掃部と、
　該清掃部を移動させる駆動力を発生する駆動部と、
　前記駆動部により往復駆動される往復動部と、
　前記往復動部の駆動力が伝達される第１伝達部と、
　該第１伝達部から伝達された駆動力を前記清掃部に伝達する第２伝達部と、を備え、
　前記筐体には、前記駆動部、前記往復動部および前記第１伝達部が配置されるとともに
、前記エアフィルタには、前記清掃部および前記第２伝達部が配置され、
　前記第１伝達部と前記第２伝達部とが係合離脱可能に構成され、
　前記塵埃除去部が、中心軸線周りに回転する回転軸と該回転軸の半径方向に延びるブラ
シ部とを備えた回転ブラシであって、
　前記捕集部が、前記回転ブラシを覆うとともに、前記回転ブラシが前記エアフィルタと
接触する開口を備えることを特徴とする室内機ユニット。
【請求項２】
　前記回転軸の両端には、前記中心軸線周りに回転するピニオンギアが設けられ、
　前記エアフィルタには、前記ピニオンギアと係合される回転用ラックギアが設けられて
いることを特徴とする請求項１記載の室内機ユニット。
【請求項３】
　前記捕集部には、内面から回転ブラシに向かって延びるすき歯が設けられていることを
特徴とする請求項１または２に記載の室内機ユニット。
【請求項４】
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　前記回転ブラシにおける前記ブラシ部先端の回転速度と、前記回転ブラシにおける前記
エアフィルタの空気流入側の面に沿って移動する速度とが、所定の速度差を有することを
特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の室内機ユニット。
【請求項５】
　前記回転軸と前記捕集部との間には、前記回転軸の回転による摺動抵抗を低減する摺動
部が設けられていることを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の室内機ユニット
。
【請求項６】
　前記捕集部に貯留された塵埃の量を検知する塵埃量検知部が設けられていることを特徴
とする請求項１から５のいずれかに記載の室内機ユニット。
【請求項７】
　前記捕集部には貫通孔が設けられ、
　前記塵埃量検知部が、前記貫通孔から前記捕集部を介して空気を吸引するファンと、該
ファンに吸引された空気の流量および空気の圧力の少なくとも一方を検知するセンサと、
を備えていることを特徴とする請求項６記載の室内機ユニット。
【請求項８】
　前記往復動部が、前記清掃部の略中央部に、前記清掃部の長手方向に対して交差する方
向に延びるように配置され、
　前記往復動部の駆動力が、前記清掃部の両端に伝達されることを特徴とする請求項１か
ら７のいずれかに記載の室内機ユニット。
【請求項９】
　前記往復動部が、前記清掃部の両端近傍に、前記清掃部の長手方向に対して交差する方
向に延びるように配置され、
　前記往復動部の駆動力が、前記清掃部の両端に伝達されることを特徴とする請求項１か
ら７のいずれかに記載の室内機ユニット。
【請求項１０】
　前記往復動部がベルト駆動機構であり、
　該ベルト駆動機構による駆動力が、前記第１伝達部に伝達されることを特徴とする請求
項１から９のいずれかに記載の室内機ユニット。
【請求項１１】
　前記往復動部が、中心軸線周りに回転される駆動用シャフトと、該駆動用シャフトによ
り回転されるウォームギアと、前記筐体に固定された駆動用ラックギアと、を備え、
　前記ウォームギアと前記駆動用ラックギアとが係合され、
　前記ウォームギアは、前記第１伝達部と接続されていることを特徴とする請求項１から
９のいずれかに記載の室内機ユニット。
【請求項１２】
　前記往復動部が、前記ウォームギアと前記駆動用ラックギアとの間隔を規制する規制部
を備えることを特徴とする請求項１１記載の室内機ユニット。
【請求項１３】
　前記第１伝達部が、前記ウォームギアから外れることを防止する外れ防止部が設けられ
ていることを特徴とする請求項１１または１２に記載の室内機ユニット。
【請求項１４】
　前記吸入部には、吸込口が形成されているとともに、前記エアフィルタを支持するパネ
ルが設けられていることを特徴とする請求項１から１３のいずれかに記載の室内機ユニッ
ト。
【請求項１５】
　前記エアフィルタは、一端側において回動可能に支持されていることを特徴とする請求
項１から１４のいずれかに記載の室内機ユニット。
【請求項１６】
　前記パネルおよび前記エアフィルタを前記筐体から昇降可能に支持する昇降部が設けら
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れていることを特徴とする請求項１４または１５に記載の室内機ユニット。
【請求項１７】
　請求項１から請求項１６のいずれかに記載の室内機ユニットと、
　該室内機ユニットとともに冷媒が循環する冷媒回路を構成する室外機ユニットと、
を有することを特徴とする空気調和機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明は、以下の手段を提供する。
　本発明の室内機ユニットは、天井に設置される筐体と、該筐体を構成する下面パネルに
設けられ、空気を流入させる吸入部と、該吸入部に着脱可能に設置され、吸込み空気中の
塵埃を捕集するエアフィルタとを備えた室内機ユニットであって、前記エアフィルタにお
ける空気流入側の面に沿って移動可能に設けられ、前記エアフィルタに捕集された塵埃を
除去する塵埃除去部、および、前記エアフィルタから除去された塵埃を一時貯留する捕集
部を有する清掃部と、該清掃部を移動させる駆動力を発生する駆動部と、前記駆動部によ
り往復駆動される往復動部と、前記往復動部の駆動力が伝達される第１伝達部と、該第１
伝達部から伝達された駆動力を前記清掃部に伝達する第２伝達部と、を備え、前記筐体に
は、前記駆動部、前記往復動部および前記第１伝達部が配置されるとともに、前記エアフ
ィルタには、前記清掃部および前記第２伝達部が配置され、前記第１伝達部と前記第２伝
達部とが係合離脱可能に構成され、前記塵埃除去部が、中心軸線周りに回転する回転軸と
該回転軸の半径方向に延びるブラシ部とを備えた回転ブラシであって、前記捕集部が、前
記回転ブラシを覆うとともに、前記回転ブラシが前記エアフィルタと接触する開口を備え
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ることを特徴とする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　塵埃除去部が長手軸線周りに回転する回転軸と、回転軸の半径方向に延びるブラシ部と
を備えた回転ブラシであるため、回転軸が回転することにより、ブラシ部が回転してエア
フィルタに捕集された塵埃を取り除くことができる。
　捕集部は、回転ブラシを覆うとともに、回転ブラシがエアフィルタから取り除いた塵埃
を捕集部内に一時的に貯留することができる。捕集部は、回転ブラシがエアフィルタと接
触する開口を備えるため、回転ブラシをエアフィルタに接触させて、エアフィルタに捕集
された塵埃を回転ブラシにより取り除くことができる。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
〔第１の参考実施形態〕
　以下、本発明の第１の参考実施形態に係る空気調和機について図１から図７を参照して
説明する。
　図１は、本参考実施形態に係る空気調和機の全体構成を説明する図である。
　空気調和機１は、図１に示すように、天井に設置される室内機ユニット３と、室外に設
置される室外機ユニット５と、室内機ユニット３と室外機ユニット５との間で冷媒を循環
させる冷媒流路７と、から概略構成されている。
　室外機ユニット５は、図１に示すように、冷媒を圧縮する圧縮機９と、冷媒と室外空気
との間で熱交換を行なう室外熱交換器１１と、室外ファン１３と、から概略構成されてい
る。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６５
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００６５】
　次に、本参考実施形態の特徴であるエアフィルタの清掃における作用について説明する
。
　上述のように、室内機ユニット３の運転によりエアフィルタ３１に付着したゴミは、図
２に示すように、ブラシ部３５を往復動させることにより取り除かれる。
　具体的には、図２および図３に示すように、駆動スクリュウ４５が駆動モータ４７によ
り回転駆動される。駆動スクリュウ４５の回転は、割ナット４３により往復動に変換され
る。割ナット４３の往復動は、嵌め合わされたダストボックス３７に伝達される。ブラシ
部３５はダストボックス３７とともに往復動されるため、エアフィルタ３１に付着したゴ
ミを掻き落とし、掻き落とされたゴミはダストボックス３７に捕集される。
　なお、上述のようなゴミの除去運転は、エアフィルタ３１の目詰まり状態、室内機ユニ
ット３の運転積算時間、室内機ユニット３の運転終了等を検出して駆動モータ４７を駆動
することにより適宜実施することができる。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７５】
〔第２の参考実施形態〕
　次に、本発明の第２の参考実施形態について図８および図９を参照して説明する。
　本参考実施形態の空気調和機の基本構成は、第１の参考実施形態と同様であるが、第１
の参考実施形態とは、ブラシ部およびダストボックスの構成が異なっている。よって、本
参考実施形態においては、図８および図９を用いてブラシ部およびダストボックスの構成
を説明し、その他の構成要素等の説明を省略する。
　図８（ａ）から図８（ｄ）は、本参考実施形態に係る室内機ユニットにおけるブラシ部
およびダストボックスの構成を説明する図である。
　なお、第１の参考実施形態と同一の構成要素には、同一の符号を付してその説明を省略
する。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７６】
　空気調和機１０１の室内機ユニット１０３には、図８（ａ）に示すように、エアフィル
タ３１に付着したゴミを取り除くブラシ部（塵埃除去部）１３５と、ブラシ部１３５を下
方から覆うダストボックス（捕集部）１３７と、が設けられている。
　ブラシ部１３５は、上方および下方に延びるブラシと、ブラシを固定する本体とから構
成されている。
　ダストボックス１３７は、少なくとも割ナット４３と嵌め合わされる領域において、内
面が上方に向かって互いに離れるテーパ状に形成されている。なお、第１の参考実施形態
と同様に、側壁全体がテーパ状に形成されていてもよく、特に限定するものではない。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７７】
　上記の構成からなる空気調和機１０１における作用について説明する。
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　空気調和機１０１の冷房運転および暖房運転における作用、室内機ユニット１０３内に
おける室内空気の流れは、第１の参考実施形態と同様であるので、その説明を省略する。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８１】
　図９は、図８のダストボックス内のゴミの除去を説明する図である。
　ダストボックス１３７内に所定量のゴミが捕集されると、ダストボックス１３７内のゴ
ミの除去が行われる。具体的には、図９に示すように、第１の参考実施形態と同様に、昇
降部５７によりブラシ部１３５およびダストボックス１３７はエアフィルタ３１とともに
吊下ろされるため、その説明を省略する。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８３】
〔第３の参考実施形態〕
　次に、本発明の第３の参考実施形態について図１０を参照して説明する。
　本参考実施形態の空気調和機の基本構成は、第１の参考実施形態と同様であるが、第１
の参考実施形態とは、ダストボックスと駆動部との嵌め合わせの構成が異なっている。よ
って、本参考実施形態においては、図１０を用いてダストボックスと駆動部との嵌め合わ
せの構成を説明し、その他の構成要素等の説明を省略する。
　図１０は、本参考実施形態に係る室内機ユニットにおけるダストボックスと駆動部との
嵌め合わせの構成を説明する図である。
　なお、第１の参考実施形態と同一の構成要素には、同一の符号を付してその説明を省略
する。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８６】
　上記の構成からなる空気調和機１５１における作用について説明する。
　空気調和機１５１の冷房運転および暖房運転における作用、室内機ユニット１５３内に
おける室内空気の流れは、第１の参考実施形態と同様であるので、その説明を省略する。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９０】
〔第４の参考実施形態〕
　次に、本発明の第４の参考実施形態について図１１を参照して説明する。
　本参考実施形態の空気調和機の基本構成は、第１の参考実施形態と同様であるが、第１
の参考実施形態とは、ダストボックスと駆動部との嵌め合わせの構成が異なっている。よ
って、本参考実施形態においては、図１１を用いてダストボックスと駆動部との嵌め合わ
せの構成を説明し、その他の構成要素等の説明を省略する。
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　図１１は、本参考実施形態に係る室内機ユニットにおけるダストボックスと駆動部との
嵌め合わせの構成を説明する図である。
　なお、第１の参考実施形態と同一の構成要素には、同一の符号を付してその説明を省略
する。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９３】
　上記の構成からなる空気調和機２０１における作用について説明する。
　空気調和機２０１の冷房運転および暖房運転における作用、室内機ユニット２０３内に
おける室内空気の流れは、第１の参考実施形態と同様であるので、その説明を省略する。
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９７】
〔第５の参考実施形態〕
　次に、本発明の第５の参考実施形態について図１２を参照して説明する。
　本参考実施形態の空気調和機の基本構成は、第１の参考実施形態と同様であるが、第１
の参考実施形態とは、ダストボックスおよび駆動部の構成が異なっている。よって、本参
考実施形態においては、図１２を用いてダストボックスおよび駆動部の構成を説明し、そ
の他の構成要素等の説明を省略する。
　図１２は、本参考実施形態に係る室内機ユニットにおけるダストボックスおよび駆動部
の構成を説明する図である。
　なお、第１の参考実施形態と同一の構成要素には、同一の符号を付してその説明を省略
する。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１００
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１００】
　上記の構成からなる空気調和機２５１における作用について説明する。
　空気調和機２５１の冷房運転および暖房運転における作用、室内機ユニット２５３内に
おける室内空気の流れは、第１の参考実施形態と同様であるので、その説明を省略する。
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０４】
〔第６の参考実施形態〕
　次に、本発明の第６の参考実施形態について図１３を参照して説明する。
　本参考実施形態の空気調和機の基本構成は、第１の参考実施形態と同様であるが、第１
の参考実施形態とは、ダストボックスにおける検出部の構成が異なっている。よって、本
参考実施形態においては、図１３を用いてダストボックスにおける検出部の構成を説明し
、その他の構成要素等の説明を省略する。
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　図１３は、本参考実施形態に係る室内機ユニットにおけるダストボックスおよび検出部
の構成を説明する図である。
　なお、第１の参考実施形態と同一の構成要素には、同一の符号を付してその説明を省略
する。
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０６】
　上記の構成からなる空気調和機３０１における作用について説明する。
　空気調和機３０１の冷房運転および暖房運転における作用、室内機ユニット３０３内に
おける室内空気の流れは、第１の参考実施形態と同様であるので、その説明を省略する。
【手続補正２６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０９】
〔第７の参考実施形態〕
　次に、本発明の第７の参考実施形態について図１４を参照して説明する。
　本参考実施形態の空気調和機の基本構成は、第１の参考実施形態と同様であるが、第１
の参考実施形態とは、ダストボックスにおける検出部の構成が異なっている。よって、本
参考実施形態においては、図１４を用いてダストボックスにおける検出部の構成を説明し
、その他の構成要素等の説明を省略する。
　図１４は、本参考実施形態に係る室内機ユニットにおけるダストボックスおよび検出部
の構成を説明する図である。
　なお、第１の参考実施形態と同一の構成要素には、同一の符号を付してその説明を省略
する。
【手続補正２７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１２】
　上記の構成からなる空気調和機３５１における作用について説明する。
　空気調和機３５１の冷房運転および暖房運転における作用、室内機ユニット３５３内に
おける室内空気の流れは、第１の参考実施形態と同様であるので、その説明を省略する。
【手続補正２８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１５】
〔第８の参考実施形態〕
　次に、本発明の第８の参考実施形態について図１５から図１８を参照して説明する。
　本参考実施形態の空気調和機の基本構成は、第１の参考実施形態と同様であるが、第１
の参考実施形態とは、吸込みグリルおよびダストボックス周辺の構成が異なっている。よ
って、本参考実施形態においては、図１５から図１８を用いて吸込みグリルおよびダスト
ボックス周辺の構成を説明し、その他の構成要素等の説明を省略する。
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　図１５は、本参考実施形態に係る室内機ユニットの構成を説明する断面図である。
　なお、第１の参考実施形態と同様の構成要素には、同一の符号を付してその説明を省略
する。
【手続補正２９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２２】
　上記の構成からなる空気調和機４０１における作用について説明する。
　空気調和機４０１の冷房運転および暖房運転における作用、室内機ユニット４０３内に
おける室内空気の流れは、第１の参考実施形態と同様であるので、その説明を省略する。
【手続補正３０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２６】
　上記の構成によれば、昇降部４４１は、エアフィルタ４３１とダストボックス４３７と
ブラシ部３５のみを昇降させるため、吸込みグリル１９（図４参照）も昇降させる第１の
参考実施形態と比較して、昇降部４４１に係る負荷を軽減することができる。
【手続補正３１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２７】
〔第９の参考実施形態〕
　次に、本発明の第９の参考実施形態について図１９および図２０を参照して説明する。
　本参考実施形態の空気調和機の基本構成は、第１の参考実施形態と同様であるが、第１
の参考実施形態とは、吸込みグリルおよびダストボックス周辺の構成が異なっている。よ
って、本参考実施形態においては、図１９および図２０を用いて吸込みグリルおよびダス
トボックス周辺の構成を説明し、その他の構成要素等の説明を省略する。
　図１９は、本参考実施形態に係る室内機ユニットの構成を説明する断面図である。
　なお、第１の参考実施形態と同様の構成要素には、同一の符号を付してその説明を省略
する。
【手続補正３２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３２】
　上記の構成からなる空気調和機５０１における作用について説明する。
　空気調和機５０１の冷房運転および暖房運転における作用、室内機ユニット５０３内に
おける室内空気の流れは、第１の参考実施形態と同様であるので、その説明を省略する。
　また、エアフィルタ５３１に付着したゴミの取り除く際の作用は、第８の参考実施形態
と同様であるのでその説明を省略する。
【手続補正３３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３５
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３５】
　上記の構成によれば、昇降部５５７は、分離部５３３ｂとダストボックス４３７とブラ
シ部３５のみを昇降させるため、エアフィルタ４３１（図１６参照）も昇降させる第８の
参考実施形態と比較して、昇降部５５７に係る負荷を軽減することができる。
【手続補正３４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３６】
　なお、本発明の技術範囲は上記参考実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨
を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
　例えば、上記の参考の実施の形態においては、室内機ユニットを天井埋込型の構成に適
用して説明したが、この天井埋込型の室内機ユニットに限られることなく、天井吊下型の
室内機ユニット等、その他各種の天井に設置する室内機ユニットに適用することができる
ものである。
【手続補正３５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３８】
〔第１の実施形態〕
　次に、本発明の第１の実施形態について図２１から図３６を参照して説明する。
　本実施形態の空気調和機の基本構成は、第１の参考実施形態と同様であるが、第１の参
考実施形態とは、吸込みグリル周辺の構成が異なっている。よって、本実施形態において
は、図２１から図３６を用いて吸込みグリルおよびダストボックス周辺の構成を説明し、
その他の構成要素等の説明を省略する。
　図２１は、本実施形態に係る室内機ユニットの構成を説明する断面図である。
　なお、第１の参考実施形態と同様の構成要素には、同一の符号を付してその説明を省略
する。
　空気調和機６０１の室内機ユニット６０３は、図２１に示すように、下部に天面パネル
１４およびスペーサ６１４を有し、天井に埋め込み設置される筐体１５と、室内空気を吸
込む吸込口１７が形成された吸込みグリル（パネル）１９と、室内空気を吸込み送り出す
室内ファン２１と、室内空気と冷媒との間で熱交換を行なう室内熱交換器２３と、から概
略構成されている。
【手続補正３６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１５７】
　次に、上記の構成からなる空気調和機６０１における作用について説明する。
　空気調和機６０１における冷房運転および暖房運転時の作用、並びに室内機ユニット６
０３内における室内空気の流れについては第１の参考実施形態と同様であるのでその説明
を省略する。
【手続補正３７】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０１６４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１６４】
　塵埃量検知部７１５により検知された塵埃量が所定量に到達していた場合には、例えば
、室内機ユニット６０３から使用者に対して貯留部６９９内の塵埃を取り除く必要がある
旨の警告が発せられる。
　貯留部６９９に貯留された塵埃を取り除く場合には、まず、図２２に示すように、天面
パネル１４から吸込みグリル１９が下方に降ろされる。吸込みグリル１９の下ろす際の作
用については、第１の参考実施形態と同様であるので、その説明を省略する。
　吸込みグリル１９には、エアフィルタ６３１、清掃部６３３および下部伝達部６７５が
備えられているため、吸込みグリル１９を降ろすことにより、エアフィルタ６３１、清掃
部６３３および下部伝達部６７５も同時に天面パネル１４から下方に降ろされる。
　このとき、駆動モータ６３５から清掃部６３３への駆動力伝達経路は、上部伝達部６３
９と下部伝達部６７５との間で切り離される。つまり、図２５に示すように、下部伝達部
６７５がエアフィルタ６３１などとともに下降することにより、上部伝達部６３９と下部
伝達部６７５との係合が解かれる。吸込みグリル１９が天面パネル１４から降ろされる場
合には、清掃部６３３はエアフィルタ６３１の一方の端部（図２２においては、右側の端
部）に移動されている。
【手続補正３８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１８７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１８７】
【図１】本発明の第１の参考実施形態に係る空気調和機の全体構成を説明する図である。
【図２】図１の室内機ユニットの概略構成を説明する断面図である。
【図３】図２の室内機ユニットにおける吸込みグリルの構成を説明する部分斜視図である
。
【図４】図２のダストボックスを駆動する駆動部の構成を説明する部分上面視図である。
【図５】図４のダストボックスと割ナットとの嵌め合わせを説明する断面図である。
【図６】図３のダストボックスに捕集されたゴミの量の検出部を説明する斜視図である。
【図７】図６の検出部を説明する断面図である。
【図８】本発明の第２の参考実施形態に係る室内機ユニットにおけるブラシ部およびダス
トボックスの構成および作用を説明する図である。
【図９】図８のダストボックス内のゴミの除去を説明する図である。
【図１０】本発明の第３の参考実施形態に係る室内機ユニットにおけるダストボックスと
駆動部との嵌め合わせの構成を説明する図である。
【図１１】本発明の第４の参考実施形態に係る室内機ユニットにおけるダストボックスと
駆動部との嵌め合わせの構成を説明する図である。
【図１２】本発明の第５の参考実施形態に係る室内機ユニットにおけるダストボックスお
よび駆動部の構成を説明する図である。
【図１３】本発明の第６の参考実施形態に係る室内機ユニットにおけるダストボックスお
よび検出部の構成を説明する図である。
【図１４】本発明の第７の参考実施形態に係る室内機ユニットにおけるダストボックスお
よび検出部の構成を説明する図である。
【図１５】本発明の第８の参考実施形態に係る室内機ユニットの構成を説明する断面図で
ある。
【図１６】図１５の室内機ユニットにおける昇降部、エアフィルタおよびダストボックス
の構成を説明する部分斜視図である。
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【図１７】図１６のダストボックスおよびブラシ部の構成を説明する斜視図である。
【図１８】図１５の室内機ユニットにおける駆動部を説明する部分断面視図である。
【図１９】本発明の第９の参考実施形態に係る室内機ユニットの構成を説明する断面図で
ある。
【図２０】図１９の室内機ユニットにおける昇降部、エアフィルタおよびダストボックス
の構成を説明する部分斜視図である。
【図２１】本発明の第１の実施形態に係る室内機ユニットの構成を説明する断面図である
。
【図２２】図２１の室内機ユニットにおける吸込みグリル、天面パネルおよびスペーサの
構成を説明する部分斜視図である。
【図２３】図２２のスペーサの構成を説明する分解斜視図である。
【図２４】図２３の上部伝達部の構成を説明する部分断面図である。
【図２５】図２３の上部伝達部とウォームギアと組み合わせを説明する部分斜視図である
。
【図２６】図２２の吸込みグリル、エアフィルタおよび清掃部の構成を説明する部分分解
斜視図である。
【図２７】図２６の台座の構成を説明する平面図である。
【図２８】図２７の回転用ラックギアの形状を説明するＡ－Ａ断面視図である。
【図２９】図２７の台座および清掃部の組み合わせを説明するＢ－Ｂ断面視図である。
【図３０】図２６に示す清掃部の回転ブラシおよび捕集部の構成を説明する断面図である
。
【図３１】図３０のすき歯の別の構成を説明する断面図である。
【図３２】図２２の吸込みグリルに設けられた塵埃量検知部の構成を説明する平面図であ
る。
【図３３】図３２の塵埃量検知部の構成を説明する断面視図である。
【図３４】図２２のエアフィルタから清掃部を取り外す方法を説明する図である。
【図３５】図２２のエアフィルタから清掃部を取り外す方法を説明する図である。
【図３６】図２２のエアフィルタから清掃部を取り外す方法を説明する図である。
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